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(57)【要約】
【課題】２つの方式で送信された場合の処理として、受
信側でチェック処理を行うことにより正しいダイヤルデ
ータを認識する。
【解決手段】　ＩＰネットワーク１００を介した電話機
システムである。ＩＰネットワーク１００に接続され、
かつ第１の電話番号（３００番）が割り当てられた電話
機１１を収容する受信側の主装置１と、電話番号（５０
０番）が割り当てられた電話機２１を収容する送信側の
第２の主装置２と有する。主装置１は、みなし音として
受信したＤＴＭＦ音を第１のダイヤルデータとして検出
するＤＴＭＦ音検出部と、ＲＦＣ２８３３パケットとし
て受信したダイヤル情報を第２のダイヤルデータとして
検出するＤＴＭＦデータ検出部と、第１のダイヤルデー
タと第２のダイヤルデータを比較して、第１のダイヤル
データと第２のダイヤルデータとが一致したときに追加
ダイヤルデータとして使用して電話番号（３００番）へ
発呼するように制御するダイヤルデータ制御部とを有す
る。
【選択図】　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ＩＰネットワークを介した電話機システムであって、
　上記ＩＰネットワークに接続され、かつ第１の電話番号が割り当てられた第１の電話機
を収容する受信側の第１の主装置と、
　上記ＩＰネットワークに接続され、かつ第２の電話番号が割り当てられた第２の電話機
を収容する送信側の第２の主装置と有し、
　上記第１の主装置は、
　みなし音として受信したＤＴＭＦ音を第１のダイヤルデータとして検出するＤＴＭＦ音
検出部と、
　ＲＦＣ２８３３パケットとして受信したダイヤル情報を第２のダイヤルデータとして検
出するＤＴＭＦデータ検出部と、
　上記第１のダイヤルデータと上記第２のダイヤルデータを比較して、上記第１のダイヤ
ルデータと上記第２のダイヤルデータとが一致したときに追加ダイヤルデータとして使用
して上記第１の電話番号へ発呼するように制御するダイヤルデータ制御部とを有すること
を特徴とする電話機システム。
【請求項２】
　前記ダイヤルデータ制御部は、前記第１のダイヤルデータの桁数と前記第２のダイヤル
データの桁数とが一致したときに、前記第１のダイヤルデータと前記第２のダイヤルデー
タとの比較を行うことを特徴とする請求項１に記載の電話機システム。
【請求項３】
　前記第１のダイヤルデータと前記第２のダイヤルデータとの比較は、前記第１のダイヤ
ルデータと前記第２のダイヤルデータの桁数分を１桁ごと比較することにより行われるこ
とを特徴とする請求項１又は２に記載の電話機システム。
【請求項４】
　第１の電話番号が割り当てられた第１の電話機を収容する受信側の第１の主装置と第２
の電話番号が割り当てられた第２の電話機を収容する送信側の第２の主装置とが接続され
、第２の電話番号から第１の電話番号に対して発呼処理を行うＩＰネットワークを介した
電話機システムにおけるＤＴＭＦ情報の重複回避方法であって
　上記第１の主装置は、
　上記第２の主装置から、上記ＩＰネットワーク上でＤＴＭＦ音としてのみなし音声デー
タとＲＦＣ２８３３方式によるパケットデータとを同時に受信し、
　上記みなし音声データを第１のダイヤルデータとして、上記パケットデータを第２のダ
イヤルデータとしてそれぞれ区別して検出し、
　上記第１のダイヤルデータと上記第２のダイヤルデータを比較し、
　上記第１のダイヤルデータと上記第２のダイヤルデータとが一致したときに追加ダイヤ
ルデータとして使用して上記第１の電話番号へ発呼するように制御することを特徴とする
電話機システムにおけるＤＴＭＦ情報の重複回避方法。
【請求項５】
　前記第１のダイヤルデータと前記第２のダイヤルデータとの比較は、前記第１のダイヤ
ルデータの桁数と前記第２のダイヤルデータの桁数とが一致したときに行われることを特
徴とする請求項４に記載の電話機システムにおけるＤＴＭＦ情報の重複回避方法。
【請求項６】
　前記第１のダイヤルデータと前記第２のダイヤルデータとの比較は、前記第１のダイヤ
ルデータと前記第２のダイヤルデータの桁数分を１桁ごと比較することにより行われるこ
とを特徴とする請求項４又は５に記載の電話機システムにおけるＤＴＭＦ情報の重複回避
方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は、ＩＰネットワークを介した電話機システム及び電話機システムにおけるＤＴ
ＭＦ（Ｄｕａｌ　Ｔｏｎｅ　Ｍｕｌｔｉ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ：二重トーン多重周波数）
情報の重複回避方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、ＶｏＩＰ（Ｖｏｉｃｅ　ｏｖｅｒ　ＩＰ）網を利用した電話回線が普及し始めて
いる。電話機システムにおいてもＶｏＩＰ網を利用したシステム構築がなされている。異
なる電話機システム間でＤＴＭＦ音を通知する際に、ＶｏＩＰ網においてはＲＦＣ２８３
３方式のようなパケットデータとして通知する方式が多いが、機器によってはダイヤル情
報が音とパケット情報として同時に通知された場合にそれを受信した電話機システムにお
いては誤認識する場合がある。
【０００３】
　このように、ＤＴＭＦ通知において、ＤＴＭＦ音によるみなし音での通知される方法と
、ＲＦＣ２８３３パケットによる方法で同時に送信されてきた場合において、電話機シス
テムによっては誤動作することがある。例えば、送信側にて上述の２つ方式で“１２３４
５”と１桁ずつ通知する場合に受信側にて“１１２２３３４４５５”と認識してしまうこ
とがあるため、正しいダイヤルデータとして認識できないことがある。
【０００４】
　これに関連する技術として、例えば、特開２００６－１８６９６２号公報、特開２００
６－３１９３８５号公報、特開２００６－３４５２２２号公報及び特開２００７－１１６
４３８号公報等がある。
【０００５】
【特許文献１】特開２００６－１８６９６２号公報
【特許文献２】特開２００６－３１９３８５号公報
【特許文献３】特開２００６－３４５２２２号公報
【特許文献４】特開２００７－１１６４３８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　そこで、本発明は、上記従来技術の問題点に鑑みて成されたものであり、その目的は、
２つの方式で送信された場合の処理として、受信側でチェック処理を行うことにより正し
いダイヤルデータを認識することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記目的を達成するために、本発明では、ＩＰネットワークを介した電話機システムで
あって、
　上記ＩＰネットワークに接続され、かつ第１の電話番号が割り当てられた第１の電話機
を収容する受信側の第１の主装置と、
　上記ＩＰネットワークに接続され、かつ第２の電話番号が割り当てられた第２の電話機
を収容する送信側の第２の主装置と有し、
　上記第１の主装置は、
　みなし音として受信したＤＴＭＦ音を第１のダイヤルデータとして検出するＤＴＭＦ音
検出部と、
　ＲＦＣ２８３３パケットとして受信したダイヤル情報を第２のダイヤルデータとして検
出するＤＴＭＦデータ検出部と、
　上記第１のダイヤルデータと上記第２のダイヤルデータを比較して、上記第１のダイヤ
ルデータと上記第２のダイヤルデータとが一致したときに追加ダイヤルデータとして使用
して上記第１の電話番号へ発呼するように制御するダイヤルデータ制御部とを有すること
を特徴とする。
【０００８】
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　また、本発明では、第１の電話番号が割り当てられた第１の電話機を収容する受信側の
第１の主装置と第２の電話番号が割り当てられた第２の電話機を収容する送信側の第２の
主装置とが接続され、第２の電話番号から第１の電話番号に対して発呼処理を行うＩＰネ
ットワークを介した電話機システムにおけるＤＴＭＦ情報の重複回避方法であって
　上記第１の主装置は、
　上記第２の主装置から、上記ＩＰネットワーク上でＤＴＭＦ音としてのみなし音声デー
タとＲＦＣ２８３３方式によるパケットデータとを同時に受信し、
　上記みなし音声データを第１のダイヤルデータとして、上記パケットデータを第２のダ
イヤルデータとしてそれぞれ区別して検出し、
　上記第１のダイヤルデータと上記第２のダイヤルデータを比較し、
　上記第１のダイヤルデータと上記第２のダイヤルデータとが一致したときに追加ダイヤ
ルデータとして使用して上記第１の電話番号へ発呼するように制御することを特徴とする
。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、ＤＴＭＦがみなし音声とパケット情報として同時に受信した際の重複
チェックを行うことにより、正しいダイヤル情報を検出することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　次に、本発明の実施の形態について図面を参照して詳細に説明する。
【００１１】
　図１は、本発明の実施の形態に係るＩＰネットワークを介した電話機システムの構成を
示す。
【００１２】
　図１に示すように、ＩＰネットワーク（ＶｏＩＰ回線）１００上に互いに異種の電話機
システムである主装置１と主装置２とが接続されている。
【００１３】
　主装置１には、内線３００番が割り当てられた内線電話機１１と内線３０１番が割り当
てられた内線電話機１２とが収容されている。一方、主装置２には、内線５００番が割り
当てられた内線電話機２１と内線５０１番が割り当てられた内線電話機２２とが収容され
ている。
【００１４】
　また、主装置１には代表番号３０００番が割り当てられており、主装置２には代表番号
５０００番が割り当てられている。
【００１５】
　図２は、主装置１に関しての詳細なＤＴＭＦ情報の処理を行うモジュール部分を示す。
【００１６】
　モジュール部分２００は、ＬＡＮ　Ｉ／Ｆ２０１、パケットデータ処理部２０２、ＤＴ
ＭＦ音検出部２０３、ＤＴＭＦデータ検出部２０４、ダイヤルデータ制御部２０５及びメ
モリ２０６を有する。
【００１７】
　ＬＡＮ　Ｉ／Ｆ２０１は、ＩＰデータの通信部であり、音声パケット（ＲＴＰ（Ｔｒａ
ｎｓｐｏｒｔ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ　Ｆｏｒ　Ｒｅａｌ　Ｔｉｍｅ　Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏ
ｎｓ）パケット）やシグナリングデータを送受信するＬＡＮのインターフェイス部分であ
る。
【００１８】
　パケットデータ処理部２０２はＲＴＰで受信した音声データを処理するモジュールであ
る。ＤＴＭＦ音検出部２０３は、ＤＴＭＦ音の検出部であり、みなし音として受信したＤ
ＴＭＦ音を検知するモジュールである。ＤＴＭＦデータ検出部２０４は、ＤＴＭＦ音デー
タ部分でありＲＦＣ２８３３パケットとして受信したダイヤル情報を検出するモジュール
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である。
【００１９】
　ダイヤルデータ制御部２０５は、ダイヤルデータを解析する部分である。具体的には、
ＤＴＭＦ音検出部２０３及びＤＴＭＦデータ検出部２０４で解析されたダイヤル情報は、
ダイヤルデータ制御部２０５に通知され所定の制御を行う。メモリ２０６は、ダイヤルデ
ータ制御部２０５において解析された各々のダイヤル情報を記憶する。
【００２０】
　次に、図１、図２及び図３を参照して、本実施の形態の動作について説明する。
【００２１】
　図１の電話機システムの構成において、主装置２に収容されている内線電話機２１（内
線５００番）から、ＩＰネットワーク１００（ＶｏＩＰ回線）を使用して、主装置１の代
表番号（３０００番）に着信させて、その後追加ダイヤルにより主装置１の内線電話機１
１（内線３００番）に個別着信するシーケンス例について説明する。
【００２２】
　図３において、主装置２の内線電話機２１（内線５００番）から外線を捕捉後、主装置
１の代表番号３０００番をダイヤル後発呼させる（Ｓ３０１，Ｓ３０２）。
【００２３】
　主装置１は、発呼側に応答を通知後（Ｓ３０３，Ｓ３０４）、２ｎｄダイヤルトーンを
送出することにより、内線電話機２１（内線５００番）は２ｎｄダイヤルトーンを聴取す
る（Ｓ３０５）。
【００２４】
　この場合、主装置１に収容されている内線電話機１１（内線番号３００番）に呼出を行
いたいので、追加ダイヤルにて“３００”と内線電話機２１から通知する（Ｓ３０６，Ｓ
３０９，Ｓ３１２）。
【００２５】
　これにより、主装置２側にて主装置１に対して、ＤＴＭＦ音としてＲＴＰ音声データに
よる通知（Ｓ３０７，Ｓ３１０，Ｓ３１３）と、ＲＦＣ２８３３方式によるパケットデー
タ（Ｓ３０８，Ｓ３１１，Ｓ３１４）の両方を通知してしまうものとする。
【００２６】
　受信側の主装置１側では、図２のＬＡＮ　Ｉ／Ｆ２０１を介してパケットデータはパケ
ットデータ処理部２０２へと通知される。そして、ＲＦＣ２８３３パケットの場合はＤＴ
ＭＦデータ検出部２０４へ通知され、ＤＴＭＦ音としてのみなし音の場合はＤＴＭＦ音検
出部２０３へと通知される。
【００２７】
　この場合、Ｓ３０７，Ｓ３１０，Ｓ３１３の各々のダイヤルデータを受信する毎に、Ｌ
ＡＮ　Ｉ／Ｆ２０１を介してパケットデータ処理部２０２からＤＴＭＦ音検出部２０３へ
と通知されて、ダイヤルデータ制御部２０５にてＤＴＭＦ音検出部ダイヤルデータ“３０
０”としてメモリ２０６に記憶される。
【００２８】
　また、Ｓ３０８，Ｓ３１１，Ｓ３１４の各々のダイヤルデータを受信する毎に、ＬＡＮ
　Ｉ／Ｆ２０１を介してパケットデータ処理部２０２からＤＴＭＦデータ検出部２０４へ
と通知されて、ダイヤルデータ制御部２０５にてＤＴＭＦデータ検出部ダイヤルデータ“
３００”としてメモリ２０６に記憶される。
【００２９】
　ここで、図４にメモリ２０６に記憶されているデータの内容を示す。
【００３０】
　Ｓ４０１は、ＤＴＭＦ音検出部２０４で受信したダイヤルデータであり、‘３’‘０’
‘０’と受信した結果である。一方、Ｓ４０５は、ＤＴＭＦデータ検出部２０４で受信し
たダイヤルデータであり、‘３’‘０’‘０’と受信した結果である。ダイヤルデータＳ
４０１とダイヤルデータＳ４０５とがメモリ２０６に記憶される。
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【００３１】
　そして、ダイヤルデータ制御部２０５で、ダイヤルデータＳ４０１とダイヤルデータＳ
４０５とを比較し（Ｓ３１５）、比較した結果がＳ４０９のダイヤルデータとして処理さ
れる。
【００３２】
　ここで、図５のフローチャートを参照して、Ｓ３１５におけるダイヤルデータの比較方
法について詳細に説明する。
【００３３】
　まず、ＤＴＭＦ音検出部２０３からダイヤル受信桁数（Ｎ桁）を取得する（Ｓ５０１）
。
【００３４】
　次に、ＤＴＭＦデータ検出部２０３からダイヤル受信桁数（桁数Ｍ）を取得する（Ｓ５
０２）。
【００３５】
　次に、ＤＴＭＦ音検出部２０３からダイヤル受信桁数（Ｎ桁）とＤＴＭＦデータ検出部
２０３からダイヤル受信桁数（桁数Ｍ）とを比較する（Ｓ５０３）。
【００３６】
　比較の結果、両者の桁数が一致した場合には受信データの比較をおこなう（Ｓ５０４）
。ＤＴＭＦ音検出部２０３からのダイヤルデータ１桁目からＮ桁目とＤＴＭＦデータ検出
部２０４からのダイヤルデータ１桁目からＭ桁目とをそれぞれ比較する。
【００３７】
　具体的には、図４のＤＴＭＦ音検出部ダイヤルデータＳ４０１とＤＴＭＦデータ検出部
ダイヤルデータＳ４０５のデータの中身の桁数分を１桁ずつ比較してゆく。この場合、Ｓ
４０２とＳ４０６、Ｓ４０３とＳ４０７、Ｓ４０４とＳ４０８を比較して、すべて同じダ
イヤルを受信しているダイヤルデータは“３００”と認識してダイヤルデータＳ４０９と
して１桁ずつメモリ２０６に格納していく（Ｓ５０５，Ｓ５０６）。
【００３８】
　この結果、Ｓ４０２とＳ４０６の比較結果がＳ４１０となり、Ｓ４０３とＳ４０７の比
較結果がＳ４１１となり、Ｓ４０４とＳ４０８の比較結果がＳ４１２となる。この格納さ
れたダイヤルデータＳ４０９が追加ダイヤルデータとして使用されて、内線電話機１２（
内線３００番）へ発呼する（Ｓ３１６）。
【００３９】
　本発明の実施の形態によれば、相手（送信側）の主装置２が誤動作もしくは設定ミスに
よるＤＴＭＦ音によるみなし音での通知とＲＦＣ２８３３パケットによるＤＴＭＦデータ
の通知が同時に送信されてきた場合に、双方のダイヤルデータを受信して解析して、受信
側の主装置１側で正しいダイヤルデータを認識することが可能になる。
【００４０】
　ここで、本発明の方法を採用しない場合のＤＴＭＦの受信処理におけるダイヤルデータ
の認識の例を図６に示す。
【００４１】
　本発明の方法を採用しない場合、相手システムから“３００”と通知されるものとして
、ＤＴＭＦ音としてＲＴＰ音声データによるダイヤルデータＳ６１（“３００”）と、Ｒ
ＦＣ２８３３方式によるパケット方式によるダイヤルデータＳ６２（“３００”）の両方
を通知されてしまった場合、認識されるダイヤルＳ６３として“３３００００”と認識し
てしまうことがある。本発明によれば、このような重複ダイヤルを回避できる。
【００４２】
　このように、本発明は、電話機システムにおいて、ＶｏＩＰ通信網上でＤＴＭＦ信号を
受信した際に、ＤＴＭＦ音としてのみなし音声データおよびＲＦＣ２８３３方式によるパ
ケット方式で同時に受信した場合のダイヤル情報の重複回避を制御する。
【００４３】
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　つまり、ＤＴＭＦがみなし音声とパケット情報として同時に受信した際の重複チェック
を行い、正しいダイヤル情報を検出する。具体的には、みなし音によるダイヤル情報とパ
ケット方式によるダイヤル情報とを各々比較して、どちらも同じデータであれば正しいダ
イヤル情報として認識して、主装置内で１つのダイヤル情報として処理を行うようにする
。これにより、ＤＴＭＦがみなし音声とパケット情報として同時に受信した際でも正しい
ダイヤル情報を検出することができる。
【００４４】
　以上、本発明者によってなされた発明を実施例に基づき具体的に説明したが、本発明は
上記実施例に限定されるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲で種々変更可能である
ことは言うまでもない。
【００４５】
　例えば、上記実施の形態では、追加ダイヤル操作に関しての重複チェックについて説明
しているが、例えば、送信側のローカル仕様でＤＴＭＦ音によるみなし音での通知とＲＦ
Ｃ２８３３パケットによるＤＴＭＦデータの通知を同時に送信させるようにしておき、受
信側でどちらか片方がパケットロスによりダイヤルデータが正常に通知されなかった場合
の保障機能として利用することも可能である。
【図面の簡単な説明】
【００４６】
【図１】本発明の実施の形態に係るＩＰネットワークを介した電話機システムの構成を示
す図である。
【図２】主装置に関しての詳細なＤＴＭＦ情報の処理を行うモジュール部分を示す図であ
る。
【図３】追加ダイヤルにより主装置の内線電話機に個別着信するシーケンス例を示す図で
ある。
【図４】メモリに記憶されているデータの内容を示す図である。
【図５】ダイヤルデータの比較方法を示すフローチャートである。
【図６】本発明の方法を採用しない場合のＤＴＭＦの受信処理におけるダイヤルデータの
認識の例を示す図である。
【符号の説明】
【００４７】
１　主装置１
２　主装置２
１１　内線電話機（内線３００番）
１２　内線電話機（内線３０１番）
２１　内線電話機（内線５００番）
２２　内線電話機（内線５０１番）
２０１　ＬＡＮ　Ｉ／Ｆ
２０２　パケットデータ処理部
２０３　ＤＴＭＦ音検出部
２０４　ＤＴＭＦデータ検出部
２０５　ダイヤルデータ制御部
２０６　メモリ
１００　ＩＰネットワーク
２００　モジュール部分
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